
令和８年度当初予算：
スマートウェルネス住宅等推進事業（16０.８７億円）の内数

誰もが安心して暮らせる住まいの確保に向けて、居住支援法人、家賃債務保証業者、保険業者、賃貸人等が連携

して実施する、見守りなどを行う住宅（居住サポート住宅など）等を供給する賃貸人等の不安感の軽減に資する

先導的な取組に対して支援を行う。

事業主体

【多主体連携型】
居住支援法人、家賃債務保証業者、保険業者、賃貸人等

【サブリース型】
居住支援法人等

補助対象 事業を実施するための検討、試行、普及・広報に要する費用

補助率 定額

補助限度額 １事業あたり300万円／年

補助要件

【共通】
・補助事業の成果に関する情報公開を行うものであり、国への情
報提供に協力すること

・居住支援協議会への参加等地方公共団体との一定の連携が図
られていること

【多主体連携型】
・学識経験者等の意見を踏まえた上で、先導的な事業として選定
した事業であること

・複数の事業者・団体が連携して事業を実施すること
【サブリース型】
・居住サポート住宅への認定が行われるものであること
・サブリース又は買取りによりセーフティネット専用住宅又は見守
りなどを行う住宅（居住サポート住宅など）等を提供する居住支
援法人等が事業を実施すること

支援期間 最大３年間

事業期間
令和６年度～令和８年度
（令和８年度までに着手する事業を対象とし、最大３年間支援する。）
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３者が連携することにより互いの不安感を軽減し、
安心してサービス等を提供することが可能

見守りなどを行う住宅

【サブリース型】のイメージ
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法人が管理業務に加えて見守り等を行うことにより
賃貸人は安心して住宅を貸すことが可能

みんなが安心して住まいを提供できる環境整備モデル事業 別紙


	スライド 0

